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　本日付け主要各紙報道によると、昨日金融庁が、消費者金融などから５件以上の借入のある多重債務者が１０月末時点で約１３９万人に上ることを明らかにしたとのこと。集計を始めた今年２月に比べ２割減少、利息制限法超過金利分の過払金を貸金業者から取り返した債務者が多いそうだ。
　本日付け日本経済新聞「多重債務者は１３９万人　金融庁 １０月末」を抜粋引用しながら、「多重債務者数」を巡る摩訶不思議な状況について見ていく。

――　金融庁は全情連のデータを基に、月々の支払額が一定の「リボルビング払い」の契約が５件以上ある多重債務者について「２３０万人」などと発表していた。借入枠を契約しただけで実際の借入がない人も含まれていたため、残高がある人に限って集計し直すことにした。

　ということは、昨年の貸金業法改正を巡る審議過程や、その後の政府・多重債務者対策本部の議論などで盛んに喧伝されていた“５社以上借入の多重債務者は２３０万人”という公式データは、公式に否定されたことになるのだろう。もっとも、“５社以上”と敢えて記載している点は当初から見苦しい。５社以上でなければ困る人々が多いからかもしれない。
　こうした姿勢そのものが、世界をして日本を見逃させていく。批判の時は終わり、素通りの頃となっている。

　単なる想像や思い込みの数値を使っていたことに大いなる懸念や不安感を抱いていた人々は少なくないのではなかろうか。正確な集計を始めたのが今年２月であるという点を突っ込まれたら、政治も行政も苦しい回答をせざるを得なくなる。万が一、別の誰かに責任を押し付けることがあることも考慮しておく必要がある。一夜にして形成が逆転することは、よくある話だ。
――　今年２月末には多重債務者が約１７７万人、無担保ローンの総残高は１３．８兆円だったが、１０月末には多重債務者が１３９万人、無担保ローン残高が１２．８兆円とそれぞれ減少。昨年１月の最高裁判決を受け、過払金を取り返し、残高が減った債務者が多いとみられる。
　「多いとみられる」のは誰の見解なのか、明らかにしておくべきだ。これでは“多重債務者２３０万人”と同じ轍を踏むことになる。
　この説明ならまだしも、一般素人目には多重債務者が２３０万人から１３９万人へと約１００万人も減ったと勘違いする向きが多いかもしれない。「多重債務者」は減っても、“過重債務者”がこれほど早く減少するとは到底思えない。もし記事の通りの勢いで「多重債務者」が減るとしたら、０９年の改正貸金業法全面施行の前に政策目的は達成されるのではないだろうか。

　そうはならないことは容易に予想できるが、当局或いはそれに与している人々がどういう情報を流し、それらをメディアがどう捉え、どう報道するかで、救われるべき苦しい人々の数も変動するに違いない。
――　渡辺金融相は、今月１０日から始まる「全国一斉多重債務者相談ウィーク」について「借金解決には専門家の協力が必要。一人で悩まず、ぜひ足を運んでほしい」。
　仰る通りである。
